
徳
島
県
規
則
第
四
十
七
号

徳
島
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
五
号
イ
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の

三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
及
び
第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項
第
五
号

イ
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
の
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
申
請
の
手
続
）

第
二
条

法
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
五
号
イ
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二

条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
又
は
第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項
第

五
号
イ
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
（
次
項
第
六
号
並
び
に
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
き
、
以
下
「

認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
の
造
成
に
着
手
す
る
前
に
優
良
宅
地
認
定
申
請

書
（
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
計
説
明
書
及
び
設
計
図

二

造
成
区
域
位
置
図

三

造
成
区
域
区
域
図

四

造
成
区
域
内
の
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

五

造
成
区
域
内
の
公
図
の
写
し

六

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号

）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
組
合
（
以
下
「
土
地
区
画
整
理
組
合
」
と
い
う
。
）

と
の
契
約
に
基
づ
き
当
該
土
地
区
画
整
理
組
合
に
代
わ
っ
て
同
法
の
規
定
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事

業
（
以
下
「
土
地
区
画
整
理
事
業
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は

、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
十
三
条
の
三
第
九
項
第

二
号
ロ
及
び
第
二
十
一
条
の
十
九
第
十
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す

る
書
類
の
写
し

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３

前
項
第
一
号
の
設
計
説
明
書
は
、
設
計
の
方
針
、
造
成
区
域
（
造
成
区
域
を
工
区
に
分
け
た
と
き
は

、
造
成
区
域
及
び
工
区
）
内
の
土
地
の
現
況
、
土
地
利
用
計
画
及
び
公
共
施
設
の
整
備
計
画
を
記
載
し



た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
第
一
号
の
設
計
図
は
、
次
の
表
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

図
面
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

縮

尺

備

考

現
況
図

地
形
、
造
成
区
域
の
境
界
並
び

二
千
五
百
分
の

等
高
線
は
、
二
メ
ー
ト
ル

に
造
成
区
域
内
及
び
造
成
区
域

一
以
上

の
標
高
差
を
示
す
も
の
で

の
周
辺
の
公
共
施
設

あ
る
こ
と
。

土
地
利
用
計

造
成
区
域
の
境
界
、
公
共
施
設

千
分
の
一
以
上

画
図

の
位
置
及
び
形
状
、
予
定
建
築

物
の
敷
地
の
形
状
、
敷
地
に
係

る
予
定
建
築
物
の
用
途
並
び
に

公
益
的
施
設
の
位
置

造
成
計
画
平

造
成
区
域
の
境
界
、
切
土
若
し

千
分
の
一
以
上

面
図

く
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
部
分

、
崖
（
地
表
面
が
水
平
面
に
対

し
三
十
度
を
超
え
る
角
度
を
な

す
土
地
で
硬
岩
盤
（
風
化
の
著

し
い
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
擁
壁
の
位
置
並
び
に
道
路

の
位
置
、
形
状
、
幅
員
及
び
勾

配

造
成
計
画
断

切
土
又
は
盛
土
を
す
る
前
後
の

千
分
の
一
以
上

高
低
差
の
著
し
い
箇
所
に

面
図

地
盤
面

つ
い
て
作
成
す
る
こ
と
。

造
成
区
域
等

六
百
分
の
一
以

造
成
区
域
並
び
に
予
定
建

の
丈
量
図

上

築
物
、
公
共
施
設
及
び
公

益
的
施
設
の
敷
地
に
つ
い

て
作
成
し
、
こ
れ
ら
に
係



る
面
積
計
算
を
示
す
こ
と

。

排
水
施
設
計

排
水
区
域
並
び
に
排
水
施
設
の

五
百
分
の
一
以

画
平
面
図

位
置
、
種
類
、
材
料
、
形
状
、

上

内
の
り
寸
法
、
勾
配
、
水
の
流

れ
の
方
向
、
吐
口
の
位
置
及
び

放
流
先
の
名
称

給
水
施
設
計

給
水
施
設
の
位
置
、
形
状
、
内

五
百
分
の
一
以

排
水
施
設
計
画
平
面
図
に

画
平
面
図

の
り
寸
法
及
び
取
水
方
法
並
び

上

ま
と
め
て
図
示
し
て
も
よ

に
消
火
栓
の
位
置

い
。

崖
の
断
面
図

崖
の
高
さ
、
勾
配
及
び
土
質
（

五
十
分
の
一
以

一

切
土
を
し
た
土
地
の

土
質
の
種
類
が
二
以
上
で
あ
る

上

部
分
に
生
ず
る
高
さ
が

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
質
及

二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

び
そ
の
地
層
の
厚
さ
）
、
切
土

崖
、
盛
土
を
し
た
土
地

又
は
盛
土
を
す
る
前
の
地
盤
面

の
部
分
に
生
ず
る
高
さ

並
び
に
崖
の
表
面
の
保
護
の
方

が
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え

法

る
崖
及
び
切
土
と
盛
土

と
を
同
時
に
し
た
土
地

の
部
分
に
生
ず
る
高
さ

が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
崖
に
つ
い
て

作
成

す
る
こ
と
。

二

擁
壁
で
覆
わ
れ
る
崖

の
表
面
に
つ
い
て
は
、

土
質
に
関
す
る
事
項
は

示
す
こ
と
を
要
し
な
い

。

擁
壁
の
断
面

擁
壁
の
寸
法
及
び
勾
配
、
擁
壁

五
十
分
の
一
以

図

の
材
料
の
種
類
及
び
寸
法
、
裏

上



込
め
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
寸
法
、

透
水
層
の
位
置
及
び
寸
法
、
擁

壁
を
設
置
す
る
前
後
の
地
盤
面

、
基
礎
地
盤
の
土
質
並
び
に
基

礎
ぐ
い
の
位
置
、
材
料
及
び
寸

法

５

第
二
項
第
二
号
の
造
成
区
域
位
置
図
は
、
縮
尺
を
五
万
分
の
一
以
上
と
し
、
造
成
区
域
の
位
置
を
表

示
し
た
地
形
図
（
宅
地
の
造
成
が
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
地
区
内
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
施
行
地
区
の
位
置
も
併
せ
て
表
示
し
た
も
の
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
第
三
号
の
造
成
区
域
区
域
図
は
、
縮
尺
を
二
千
五
百
分
の
一
以
上
と
し
、
造
成
区
域
（
造
成

区
域
を
工
区
に
分
け
た
と
き
は
、
造
成
区
域
及
び
工
区
）
の
区
域
並
び
に
そ
の
区
域
を
明
ら
か
に
表
示

す
る
の
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
県
界
、
市
町
村
界
、
市
町
村
の
区
域
内
の
町
又
は
字
の
境
界
、

都
市
計
画
区
域
並
び
に
土
地
の
地
番
及
び
形
状
を
表
示
し
た
も
の
（
宅
地
の
造
成
が
土
地
区
画
整
理
事

業
の
施
行
地
区
内
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
施
行
地
区
の
位
置
も
併
せ
て
表
示
し
た
も

の
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
基
準
）

第
三
条

知
事
は
、
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
宅
地
の
造
成
が
租
税
特

別
措
置
法
施
行
令
第
十
九
条
第
十
三
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
昭
和
五

十
四
年
建
設
省
告
示
第
七
百
六
十
七
号
）
に
規
定
す
る
基
準
（
以
下
「
認
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適

合
し
な
い
と
き
又
は
そ
の
申
請
の
手
続
が
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
認

定
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
認
定
書
の
交
付
）

第
四
条

知
事
は
、
認
定
を
行
っ
た
場
合
は
、
認
定
書
（
様
式
第
二
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
造
成
計
画
の
変
更
）

第
五
条

認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
宅
地
の
造
成
の
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
新
た
に
知
事
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
軽
微
な
変
更
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

街
区
の
境
界
又
は
道
路
、
広
場
、
排
水
施
設
等
の
位
置
若
し
く
は
形
状
の
軽
微
な
変
更

二

工
事
の
仕
様
を
変
更
す
る
設
計
の
変
更

（
造
成
の
認
定
内
容
へ
の
適
合
証
明
）

第
六
条

認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
造
成
区
域
（
造
成
区
域
を
工
区
に
分
け
た
と
き
は
、

当
該
工
区
）
の
全
部
に
つ
い
て
宅
地
の
造
成
が
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
造
成
が
認
定
の
内
容



に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
優
良
宅
地
証
明
申
請
書
（
様
式
第
三
号

）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
宅
地
の
造
成
が
、
認
定
の
内
容
に
適
合
し
て
行
わ
れ
た

も
の
と
認
め
る
場
合
に
は
、
証
明
書
（
様
式
第
四
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
造
成
工
事
の
廃
止
）

第
七
条

認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
宅
地
の
造
成
に
関
す
る
工
事
を
廃
止
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
宅
地
造
成
工
事
廃
止
届
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
認
定
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
）

第
八
条

認
定
を
受
け
た
者
の
相
続
人
そ
の
他
の
承
継
人
又
は
認
定
を
受
け
た
者
か
ら
当
該
認
定
に
係
る

造
成
区
域
内
の
土
地
の
所
有
権
そ
の
他
当
該
造
成
を
施
行
す
る
権
原
を
取
得
し
た
者
（
法
第
三
十
一
条

の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
あ
っ
て

は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
個

人
又
は
法
人
に
限
る
。
）
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
そ
の

承
継
に
つ
い
て
地
位
承
継
届
出
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
て
、
そ
の
地
位
を
承
継
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
法
の
開
発
許
可
を
受
け
た
宅
地
の
造
成
に
関
す
る
特
例
）

第
九
条

知
事
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
を
受
け
た
宅
地
の
造
成
（
そ
の
造
成
区
域
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
書
を
交
付
す
る
場
合
に
は
、
請
求
に
基
づ
き
、
同
法
第
三

十
六
条
第
二
項
の
検
査
済
証
の
写
し
に
第
六
条
第
二
項
の
証
明
書
と
す
る
旨
を
明
記
し
た
も
の
を
同
項

の
証
明
書
と
し
て
交
付
す
る
。

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
宅
地
の
造
成
に
関
す
る
特
例
）

第
十
条

土
地
区
画
整
理
事
業
が
完
了
し
た
後
、
換
地
処
分
に
よ
り
取
得
し
た
宅
地
に
つ
い
て
、
認
定
（

法
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
又
は
第
六
十
八
条
の
六
十
九

第
三
項
第
五
号
イ
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
区
画
整
理
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
換
地
処
分
の
公
告
後
、
換
地
処
分
に
係
る
優
良
宅
地
認
定
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
宅
地
の
造
成
が
、
認
定
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
場

合
は
、
認
定
を
行
い
、
証
明
書
（
様
式
第
八
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

仮
換
地
と
し
て
指
定
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
て
も
、
既
に
宅
地
の
造
成
を
完
了
し
、
そ
の
ま
ま
換
地
処

分
に
至
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
手
続
に
準
じ
て
認
定



を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
書
類
の
提
出
部
数
）

第
十
一
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
の
部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各
一
部
と
す

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
認
定
に
関
す
る
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
規

則
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附

則(

平
成
二
〇
年
規
則
第
二
三
号)

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則(

令
和
二
年
規
則
第
七
九
号)

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


